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仏教文化研究所活動報告

〈
雑

纂
〉

令
和
四
年
度
　
仏
教
文
化
研
究
所
活
動
報
告

【
第
一
回　

運
営
委
員
会
】

日　

時　

令
和
四
年
四
月
十
四
日
（
木
）
十
二
時
二
十
分
〜
十
二
時
四
十
七
分

場　

所　

一
号
館
二
階　

第
一
会
議
室

議　

題
一
、
審
議
事
項

①
令
和
四
年
度
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員
に
つ
い
て

②
令
和
四
年
度
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
に
つ
い
て

③
令
和
四
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

④
令
和
四
年
度
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
つ
い
て

⑤
令
和
四
年
度
の
運
営
委
員
会
開
催
日
程
に
つ
い
て

二
、
報
告
事
項

①
令
和
四
年
度
予
算
に
つ
い
て

②
令
和
三
年
度
決
算
に
つ
い
て

③
『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
七
号
の
刊
行
・
配
布
に
つ
い
て

④
令
和
三
年
度
仏
教
文
化
研
究
所
共
同
研
究
成
果
報
告
書
『
瑩
山
禅
師
『
伝
光
録
』

―
諸
本
の
翻
刻
と
比
較
（
八
）』
の
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刊
行
・
配
布
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他

【
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

日　

時　

令
和
四
年
六
月
十
一
日
（
木
）
午
後
一
時
三
十
分
〜
午
後
五
時

開
催
形
式　

対
面
開
催
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
（Zoom

 Video W
ebinar 

を
利
用
）

会　

場　

鶴
見
大
学
大
学
会
館
地
下
メ
イ
ン
ホ
ー
ル

協　

力　

鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会

テ
ー
マ　
「
總
持
寺
祖
院
史
料
の
有
用
性
と
そ
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」

講
師
・
演
題

（
基
調
講
演
）

圭
室
文
雄
先
生
（
明
治
大
学
名
誉
教
授
）「
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
總
持
寺
大
火
に
つ
い
て
」

田
中
洋
平
先
生
（
淑
徳
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）「
總
持
寺
祖
院
蔵
の
宝
永
年
間
の
本
末
帳
と
地
域
史
史
料
」

（
提　
　

題
）

秋
津
秀
彰
先
生
（
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
常
任
研
究
員
）「
總
持
寺
祖
院
史
料
に
よ
る
研
究
の
可
能
性

―
三
法
幢
地
の

問
題
を
事
例
と
し
て
」

武
井
慎
悟
（
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
特
任
研
究
員
）「
近
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
に
つ
い
て
」

（
※
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
は
本
紀
要
に
掲
載
）
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仏教文化研究所活動報告

【
第
二
回　

運
営
委
員
会
】

日　

時　

令
和
四
年
六
月
十
六
日
（
木
）
十
二
時
二
十
分
〜
十
二
時
四
十
分

場　

所　

一
号
館
二
階　

第
一
会
議
室

議　

題
一
、
審
議
事
項

①
客
員
研
究
員
の
採
用
に
つ
い
て

②
仏
教
文
化
研
究
所
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
つ
い
て

③
『
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
28
号
の
原
稿
募
集
と
編
集
予
定
に
つ
い
て

④
図
書
購
入
計
画
に
つ
い
て

二
、
報
告
事
項

①
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
つ
い
て

②
そ
の
他

【
学
術
調
査
】

日　

時　

令
和
四
年
九
月
十
二
日
（
月
）
〜
十
四
日
（
水
）

場　

所　

大
本
山
總
持
寺
祖
院
（
石
川
県
輪
島
市
）

参
加
者　

尾
崎
正
善
・
武
井
慎
悟
・
小
島
裕
子
・
永
見
達
也
・
秋
津
秀
彰
・
宮
崎
展
昌

調
査
対
象　

總
持
寺
祖
院
文
書
の
う
ち
、
主
に
「
能
州
公
用
留
」
に
つ
い
て
の
調
査
・
撮
影
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【
第
三
回　

運
営
委
員
会
（
臨
時
メ
ー
ル
会
議
）】

日　

時　

令
和
四
年
九
月
二
十
四
日（
木
）
十
時
六
分
〜
九
月
二
十
九
日（
木
）
十
三
時

形　

式　

メ
ー
ル
会
議

議　

題
一
、
審
議
事
項

①
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
生
の
再
任
に
つ
い
て

【
第
四
回　

運
営
委
員
会
】

日　

時　

令
和
四
年
十
一
月
十
日
（
木
）
午
後
十
二
時
二
十
分
〜
十
二
時
四
十
二
分

場　

所　

一
号
館
二
階　

第
一
会
議
室

議　

題
一
、
審
議
事
項

①
運
営
委
員
選
任
に
つ
い
て

②
令
和
五
年
度
仏
教
文
化
研
究
所
事
業
計
画
に
つ
い
て

③
令
和
五
年
度
仏
教
文
化
研
究
所
予
算
に
つ
い
て

④
令
和
五
年
度
鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会
事
業
計
画
に
つ
い
て

⑤
令
和
五
年
度
仏
教
文
化
研
究
所
總
持
寺
教
学
研
究
部
門
（
鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会
）
予
算
に
つ
い
て

二
、
報
告
事
項
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仏教文化研究所活動報告

①
『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
28
号
の
編
集
進
捗
状
況
に
つ
い
て

②
令
和
四
年
度　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
共
同
研
究
成
果
報
告
書
『
瑩
山
禅
師
『
伝
光
録
』

―
諸
本
の
翻
刻
と
比

較
（
九
）』
の
編
集
進
捗
状
況
に
つ
い
て

③
鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会
の
活
動
に
つ
い
て

④
令
和
四
年
度
研
究
例
会
の
開
催
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他

【
学
術
調
査
】

日　

時　

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
（
水
）
〜
十
二
月
一
日
（
木
）

場　

所　

可
睡
斎
（
静
岡
県
袋
井
市
）

参
加
者　

武
井
慎
悟

調
査
対
象　

可
睡
斎
所
蔵
文
書
の
う
ち
、
主
に
『
伝
光
録
』
な
ど
に
関
す
る
予
備
調
査

【
研
究
例
会
】

日　

時　

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
（
木
）
十
六
時
三
十
分
〜
十
八
時

会
場
お
よ
び
形
式　

仏
教
文
化
研
究
所
共
同
研
究
室
（
六
号
館
二
階
）
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

発
表
者
お
よ
び
発
表
題
目

鈴
木
一
馨
（
兼
任
研
究
員
・
本
学
文
学
部
文
化
財
学
科
准
教
授
）

「
東
ア
ジ
ア
の
風
水
文
化
」
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【
第
五
回　

運
営
委
員
会
】

日　

時　

令
和
四
年
一
月
十
九
日
（
木
）
十
二
時
二
十
分
〜
十
二
時
三
十
分

場　

所　

仏
教
文
化
研
究
所
共
同
研
究
室（
六
号
館
二
階
）

議　

題
一
、
審
議
事
項

①
令
和
五
年
度
仏
教
文
化
研
究
所
所
員
に
つ
い
て

②
令
和
五
年
度
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
つ
い
て

二
、
報
告
事
項

①
令
和
三
年
度
研
究
例
会
の
開
催
報
告

②
『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
八
号
の
編
集
進
捗
状
況
に
つ
い
て

③
令
和
四
年
度　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
共
同
研
究
成
果
報
告
書
『
瑩
山
禅
師
『
伝
光
録
』

―
諸
本
の
翻
刻
と
比

較
（
九
）』
の
編
集
進
捗
状
況
に
つ
い
て

④
そ
の
他

【
所
内
研
究
会
の
開
催
報
告
】

〈
仏
教
教
育
部
門
研
究
会
〉

令
和
三
年
十
二
月
三
日
（
金
）

令
和
四
年
一
月
十
四
日
（
金
）
、
二
月
十
八
日
（
金
）
、
三
月
十
一
日
（
金
）
、
四
月
十
五
日
（
金
）
、
五
月
十
日
（
火
）
、
六
月
八
日
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仏教文化研究所活動報告

（
火
）
、
七
月
二
十
日
（
金
）
、
八
月
十
八
日
（
火
）
、
九
月
二
十
日
（
火
）
、
十
月
二
十
五
日
（
火
）
、
十
一
月
二
十
九
日

（
火
）
、
十
二
月
二
十
日
（
火
）

【
補
遺
】
令
和
三
年
度
　
仏
教
文
化
研
究
所
活
動
報
告

【
学
術
調
査
】

日　

時　

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日
（
月
）
〜
二
月
二
十
二
日
（
火
）

場　

所　

普
済
寺
・
天
林
寺
（
静
岡
県
浜
松
市
）

参
加
者　

尾
崎
正
善
・
武
井
慎
悟
・
永
見
達
也
・
横
山
龍
顕

調
査
対
象　

天
林
寺
所
蔵
『
伝
光
録
』
の
調
査
・
撮
影
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令
和
四
年
度
　
仏
教
文
化
研
究
所
概
要

﹇
所
在
地
﹈
〒
二
三
〇
―
八
五
〇
一　

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
鶴
見
二
―
一
―
三　

鶴
見
大
学
内

 

　
　

℡　
〇
四
五
―
五
八
〇
―
八
一
九
三　

℻　
〇
四
五
―
五
八
一
―
一
三
九
一

﹇
所　
　
　

長
﹈ 
中
根　

正
賢 

学
長

﹇
副　

所　

長
﹈ 
橋
本　

弘
道 

短
期
大
学
部
保
育
科
教
授

﹇
専
任
研
究
員
﹈ 

宮
崎　

展
昌 

仏
教
文
化
研
究
所
准
教
授

﹇
顧　
　

問
﹈ 

木
村　

清
孝 

本
学
元
学
長
・
東
京
大
学
名
誉
教
授

 

納
冨　

常
天 
本
学
元
副
学
長
・
大
本
山
總
持
寺
宝
物
殿
元
館
長

 

栁
澤　

慧
二 
本
学
元
学
長
・
名
誉
教
授

﹇
兼
任
研
究
員
﹈ 

緒
方　

啓
介 

文
学
部
文
化
財
学
科
教
授

 

小
林　

恭
治 

文
学
部
文
化
財
学
科
教
授

 

宗
䑓　

秀
明 

文
学
部
文
化
財
学
科
教
授

 

星
野　

玲
子 

文
学
部
文
化
財
学
科
教
授

 

矢
島　

律
子 

文
学
部
文
化
財
学
科
教
授

 

近
藤　

祐
介 

文
学
部
文
化
財
学
科
准
教
授

 

鈴
木　

一
馨 

文
学
部
文
化
財
学
科
准
教
授

 

田
中　

和
彦 

文
学
部
文
化
財
学
科
准
教
授
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仏教文化研究所概要
 

西
澤
美
穂
子 

文
学
部
文
化
財
学
科
准
教
授

 

万
波　

寿
子 

文
学
部
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
講
師

 

佐
藤　

慶
太 

公
共
医
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長

 

木
口
恵
美
子 

短
期
大
学
部
保
育
科
准
教
授

﹇
客
員
研
究
員
﹈ 

関
根　
　

透 

本
学
名
誉
教
授

 

永
田　

勝
久 

本
学
名
誉
教
授

 
田
口　

暢
穂 

本
学
名
誉
教
授

 
河
野
眞
知
郎 

本
学
名
誉
教
授

 

石
田　

千
尋 

本
学
名
誉
教
授

 

山
田　

吉
郎 
本
学
名
所
教
授

 

小
池　

富
雄 
公
益
財
団
法
人
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
学
芸
部
長

 

岩
橋　

春
樹 

大
本
山
總
持
寺
宝
蔵
館
元
館
長

 

尾
﨑　

正
善 

文
学
部
・
歯
学
部
非
常
勤
講
師

 

池
田　

道
浩 

文
学
部
・
歯
学
部
非
常
勤
講
師

 

室
瀬　
　

祐 

文
学
部
非
常
勤
講
師

 

佐
藤　

達
全 

育
英
短
期
大
学
名
誉
教
授

 

矢
島　

道
彦 

本
学
短
大
部
元
教
授

 

斎
藤　
　

明 

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授

 

蓑
輪　

顕
量 

東
京
大
学
大
学
院
教
授
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髙
橋　

晃
一 

東
京
大
学
大
学
院
准
教
授

 

古
瀬　

珠
水 

東
京
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師

 

横
山　

龍
顯 

愛
知
学
院
大
学
専
任
講
師

 

秋
津　

秀
彰 

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
常
任
研
究
員

﹇
特
任
研
究
員
﹈ 

小
島　

裕
子

 
武
井　

慎
悟

﹇
研　

究　

生
﹈ 
永
見　

達
也

 

福
島　

治
樹
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鶴見大学仏教文化研究所規程

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程

 
 

平
成
７
年
４
月
１
日

 
 

制
定

　
（
設
置
）

第
１
条　

鶴
見
大
学
（
鶴
見
大
学
短
期
大
学
部
を
含
む
。
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。）
に
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い

う
。）
を
置
く
。

　
（
目
的
）

第
２
条　

研
究
所
は
、
本
学
の
建
学
の
精
神
に
則
り
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
思
想
・
文
化
・
芸
術
及
び
そ
の
関
連
領
域
に
関
す
る
研
究

を
推
進
す
る
と
共
に
、
国
際
的
学
術
交
流
を
積
極
的
に
行
い
、
学
術
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
研
究
内
容
等
）

第
３
条　

研
究
所
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

（
１
） 

建
学
の
精
神
の
具
現
化
及
び
そ
の
方
法
等
の
研
究

（
２
） 

宗
教
学
等
の
教
授
内
容
と
し
て
の
諸
宗
教
の
比
較
、
仏
教
教
理
、
曹
洞
宗
学
及
び
日
本
文
化
に
及
ぼ
し
た
仏
教
の
研
究
等
の

基
本
的
研
究

（
３
） 

瑩
山
禅
師
・
峨
山
禅
師
の
伝
記
及
び
思
想
を
中
心
と
し
た
總
持
寺
教
学
等
の
研
究

（
４
） 

鶴
見
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
と
の
共
同
研
究
及
び
他
の
研
究
機
関
と
の
学
際
的
研
究

（
５
） 

研
究
会
、
講
演
会
及
び
公
開
講
座
等
の
開
催
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（
６
） 

研
究
所
の
調
査
及
び
研
究
の
成
果
並
び
に
共
同
研
究
の
成
果
、
講
演
等
の
発
表
の
た
め
の
紀
要
類
の
刊
行

（
７
） 

そ
の
他
研
究
所
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
研
究
等

　
（
運
営
委
員
会
等
）

第
４
条　

研
究
所
に
、
前
条
に
定
め
る
研
究
内
容
等
の
企
画
、
運
営
の
た
め
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委

員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

研
究
所
に
、
特
に
前
条
第
３
項
に
定
め
る
研
究
内
容
等
の
企
画
、
運
営
の
た
め
、
鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会
（
以
下
「
協
力
委

員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

３　

運
営
委
員
会
及
び
協
力
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
（
研
究
部
門
）

第
５
条　

研
究
所
に
、
前
条
に
定
め
る
研
究
内
容
に
応
じ
て
次
の
４
研
究
部
門
を
置
く
。

（
１
） 

仏
教
学
研
究
部
門

（
２
） 

仏
教
教
育
研
究
部
門

（
３
） 

仏
教
文
化
財
研
究
部
門

（
４
） 

總
持
寺
教
学
研
究
部
門

　
（
構
成
）

第
６
条　

研
究
所
は
、
次
の
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
１
） 

所
長

（
２
） 

副
所
長

（
３
） 

所
員
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（
４
） 

特
別
顧
問

（
５
） 

顧
問

　
（
所
長
）

第
７
条　

所
長
は
、
研
究
所
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
総
括
す
る
。

２　

所
長
は
、
学
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　
（
副
所
長
）

第
８
条　

副
所
長
は
、
所
長
を
補
佐
し
、
所
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
又
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

２　

副
所
長
は
専
任
研
究
員
又
は
兼
任
研
究
員
の
う
ち
か
ら
、
運
営
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
所
長
が
当
該
候
補
者
を
学
長
に
上
申

し
、
学
長
の
推
薦
に
よ
り
理
事
長
が
任
命
す
る
。

３　

副
所
長
の
任
期
は
、
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４　

所
長
が
欠
け
た
と
き
の
後
任
所
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　
（
所
員
）

第
９
条　

研
究
所
の
所
員
は
、
次
の
者
と
す
る
。

（
１
） 

主
任
研
究
員

（
２
） 

専
任
研
究
員

（
３
） 

兼
任
研
究
員

（
４
） 

客
員
研
究
員　

（
５
） 

特
任
研
究
員

（
６
） 

研
究
生
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（
主
任
研
究
員
）　

第
10
条　

主
任
研
究
員
は
、
所
長
の
命
を
う
け
、
所
属
す
る
も
の
を
指
揮
し
て
業
務
を
分
掌
す
る
。

２　

主
任
研
究
員
は
、
専
任
研
究
員
ま
た
は
兼
任
研
究
員
の
う
ち
か
ら
、
運
営
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
所
長
が
当
該
候
補
者
を
学

長
に
上
申
し
、
学
長
の
推
薦
に
よ
り
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
（
専
任
研
究
員
）

第
11
条　

専
任
研
究
員
は
、
研
究
所
に
所
属
す
る
本
学
の
専
任
教
員
で
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
、
専
ら
調
査
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

２　

専
任
研
究
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
（
兼
任
研
究
員
）

第
12
条　

兼
任
研
究
員
は
、
本
学
の
専
任
教
員
で
、
研
究
所
の
目
的
に
応
じ
て
、
調
査
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

２　

兼
任
研
究
員
の
選
考
は
、
運
営
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
所
長
が
当
該
候
補
者
を
学
長
に
上
申
す
る
。

３　

兼
任
研
究
員
の
任
期
は
1
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４　

兼
任
研
究
員
に
は
、
給
与
を
支
給
し
な
い
。

　
（
客
員
研
究
員
）

第
13
条　

客
員
研
究
員
は
、
本
学
専
任
教
員
以
外
の
者
で
、
研
究
所
の
目
的
に
応
じ
て
、
調
査
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

２　

客
員
研
究
員
の
選
考
は
、
運
営
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
所
長
が
当
該
候
補
者
を
学
長
に
上
申
す
る
。

３　

客
員
研
究
員
の
任
期
は
1
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４　

客
員
研
究
員
の
処
遇
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
（
特
任
研
究
員
）

第
14
条　

特
任
研
究
員
は
、
本
学
専
任
教
員
以
外
の
者
で
、
特
に
第
３
条
第
３
号
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。
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２　

特
任
研
究
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
（
研
究
生
）

第
15
条　

研
究
生
は
、
本
学
専
任
教
員
以
外
の
者
で
、
研
究
所
の
目
的
に
応
じ
て
、
調
査
及
び
研
究
の
支
援
に
従
事
す
る
。

２　

研
究
生
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
（
特
別
顧
問
）

第
16
条　

特
別
顧
問
は
、
本
学
専
任
教
員
以
外
の
者
で
、
研
究
所
の
企
画
・
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
の
協
議
に
加
わ
り
、
そ
の
活
動
を

援
助
す
る
と
と
も
に
、
調
査
及
び
研
究
に
参
画
す
る
。

２　

特
別
顧
問
は
、
所
長
の
要
請
に
基
づ
き
、
学
長
が
委
嘱
す
る
。

３　

特
別
顧
問
の
任
期
は
1
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４　

特
別
顧
問
の
処
遇
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
（
顧
問
）

第
17
条　

研
究
所
に
、
必
要
な
助
言
を
与
え
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
若
干
人
の
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

顧
問
の
任
期
は
1
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

３　

顧
問
と
本
学
と
の
間
に
は
、
雇
用
関
係
は
生
じ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
（
経
費
）

第
18
条　

研
究
所
の
経
費
は
、
本
学
の
年
間
研
究
費
予
算
及
び
寄
附
金
等
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

　
（
事
務
局
）

第
19
条　

仏
教
文
化
研
究
所
は
、
教
育
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
部
教
育
研
究
支
援
課
が
所
管
し
、
事
務
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
規
程
の
改
廃
）
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第
20
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
運
営
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
学
長
が
決
定
す
る
。

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
11
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
30
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
令
和
2
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
令
和
３
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
規
程

 
 

平
成
23
年
４
月
１
日

 
 

制
定

　
（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
規
程
は
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
構
成
）

第
２
条　

委
員
会
は
、
次
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
１
） 

所
長

（
２
） 

副
所
長

（
３
） 

主
任
研
究
員

（
４
） 

専
任
研
究
員

（
５
） 

兼
任
研
究
員

（
６
） 

そ
の
他
所
長
が
必
要
と
認
め
た
者

２　

委
員
会
の
委
員
長
は
、
所
長
と
す
る
。　

３　

委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
副
所
長
が
こ
れ
を
代
行
す
る
。

　
（
会
議
）
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第
３
条　

委
員
会
は
、
委
員
長
が
議
長
と
な
り
、
原
則
と
し
て
年
４
回
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
、
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
協
議
事
項
）

第
４
条　

委
員
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

（
１
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程
第
３
条
に
規
定
す
る
研
究
内
容
等
の
企
画
、
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程
第
９
条
に
規
定
す
る
所
員
の
選
考
及
び
処
遇
に
関
す
る
こ
と
。

（
３
） 

学
内
の
教
育
・
宗
教
行
事
へ
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

（
４
） 

年
間
業
務
計
画
及
び
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
に
係
る
諸
規
程
に
関
す
る
こ
と
。

（
６
） 

そ
の
他
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
の
業
務
に
必
要
な
こ
と
。

　
（
事
務
処
理
）

第
５
条　

委
員
会
は
、
教
育
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
部
教
育
研
究
支
援
課
が
所
管
し
、
事
務
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
規
程
の
改
廃
）　

第
６
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
学
長
が
決
定
す
る
。

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
定
は
、
令
和
３
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会
規
程

 
 

平
成
30
年
４
月
１
日

 
 

制
定

　
（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
規
程
は
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鶴
見
ヶ
丘
学
術
協
力
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
委
員
会
の
構
成
）

第
２
条　

委
員
会
は
、
次
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
１
） 

大
本
山
總
持
寺
（
以
下
「
大
本
山
」
と
い
う
。）
の
監
院
の
職
に
あ
る
者

（
２
） 

大
本
山
の
役
寮
の
職
に
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
大
本
山
の
貫
首
が
推
薦
し
た
者　

若
干
名

（
３
） 

大
本
山
の
設
置
す
る
宝
蔵
館
嫡
々
庵
の
館
長

（
４
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
の
所
員　

６
人
程
度

（
５
） 

学
識
経
験
者　

10
人
程
度

２　

委
員
の
う
ち
１
人
を
委
員
長
と
し
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

　
（
委
員
の
任
期
）

第
３
条　

委
員
（
前
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
委
員
を
除
く
。）
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ

な
い
。
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（
会
議
）

第
４
条　

委
員
会
は
、
委
員
長
が
議
長
と
な
り
、
原
則
と
し
て
年
２
回
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
、
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
協
議
事
項
）

第
５
条　

委
員
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

（
１
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程
第
３
条
第
３
号
に
規
定
す
る
研
究
内
容
等
の
企
画
、
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
規
程
第
９
条
第
５
号
及
び
第
６
号
に
規
定
す
る
所
員（
特
任
研
究
員
及
び
研
究
生
）
の
選
考
及
び
処

遇
に
関
す
る
こ
と
。

（
３
） 

年
間
業
務
計
画
及
び
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

（
４
） 

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
と
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
事
務
処
理
）

第
６
条　

委
員
会
は
、
教
育
研
究
支
援
事
務
部
教
育
研
究
支
援
課
が
所
管
し
、
事
務
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
規
程
の
改
廃
）

第
７
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
学
長
が
決
定
す
る
。

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則　

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
平
成
30
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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鶴見ヶ丘学術協力委員会規程

附　

則

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則

　

こ
の
改
正
規
程
は
、
令
和
３
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
四
年
度
　
仏
教
文
化
研
究
所
購
入
図
書
お
よ
び
資
料

東
隆
眞
監
修
・『
洞
谷
記
』
研
究
会
編
『
現
代
語
訳
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
二
一
年

岡
島
秀
隆
『
対
話
哲
学
と
し
て
の
道
元
思
想
』
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年

康
昊
『
中
世
の
禅
宗
と
日
元
交
流
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年

田
島
毓
堂
『
正
法
眼
蔵
の
国
語
学
的
研
究
』
魁
冊
、
東
京
：
右
文
書
院
、
二
〇
一
一
年

川
本
慎
自
『
中
世
禅
宗
の
儒
学
学
習
と
科
学
知
識
』
京
都
：
思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
一
年

日
本
佛
教
学
会
編
『
仏
教
事
典
』
東
京
：
丸
善
出
版
、
二
〇
二
一
年

斎
藤
明
ほ
か
編
『
仏
典
解
題
事
典
』
第
三
版
、
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
二
〇
年

漢
字
文
献
情
報
処
理
研
究
会
編
『
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
中
国
学
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
東
京
：
好
文
出
版
、
二
〇
二
一
年

上
島
享
・
吉
田
一
彦
編
『
世
界
の
な
か
の
日
本
宗
教
』（
日
本
宗
教
史　

二
）
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年 

大
本
山
永
平
寺
大
遠
忌
局
文
化
事
業
専
門
部
会
出
版
委
員
会
編
『
道
元
襌
師
研
究
論
集

―
道
元
禪
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
記
念
出
版
』

福
井
県
永
平
寺
町
：
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
二
年

R
olf G

iebel Transl. The M
ahayana sutra of previous lives and contem

plation of the m
ind-ground (Taishō volum

e 3, num
ber 159) 

(B
D

K
 English Tripiṭaka), B

D
K

 A
m

erica, 2021.

Jeffrey K
otyk Transl. Analysis of the m

iddle and extrem
es (Taish? volum

e 31, num
ber 1600); B

hikkhu A
nālayo Transl. The scrip-

ture on the M
onk N

?gasena: a C
hinese counterpart to the M

ilindapaṇha (Taishō volum
e 32, num

ber 1670B
), (B

D
K

 English 

Tripiṭaka), B
D

K
 A

m
erica, 2021.
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仏教文化研究所購入図書および資料

曹
洞
宗
宗
務
庁
出
版
部
編
著
『
曹
洞
宗
寺
院
住
所
録
』
令
和
三
年
版
、
東
京
：
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
二
一
年

瀧
谷
琢
宗
撰
『
總
持
開
山
太
祖
略
傳
』
東
京
：
曹
洞
宗
務
局
、
一
八
七
九
年

中
山
喜
一
朗
・
福
岡
市
美
術
館
編
『
仙
厓

―
そ
の
生
涯
と
芸
術
』（
福
岡
市
美
術
館
叢
書　

二
）
、
福
岡
市
美
術
館
協
会
、
一
九
九
二
年

律
宗
戒
学
院
編
『
凝
然
教
学
の
形
成
と
展
開

―
唐
招
提
寺
第
二
十
八
世
凝
然
大
徳
御
忌
記
念
』
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年

長
谷
岡
一
也
『
華
厳
経
入
法
界
品
梵
蔵
漢
対
照
索
引
』
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年

藤
田
宏
達
訳
『
梵
文
和
訳
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』
新
訂
版
、
京
都
：
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年

船
山
徹
『
六
朝
隋
唐
仏
教
展
開
史
』
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年

壬
生
泰
紀
『
初
期
無
量
寿
経
の
研
究
』
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年

池
見
澄
隆
編
著
『
冥
顕
論

―
日
本
人
の
精
神
史
』
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年

大
久
保
良
峻
『
天
台
教
学
と
本
覚
思
想
』
増
訂
、
京
都
：
法
藏
館
、
二
〇
二
一
年

及
川
真
介
訳
『
仏
の
述
べ
た
こ
と
ば
註
（
如
是
語
経
註
）

―
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
・
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
』
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
二
一
年

上
田
霊
城
編
著
『
浄
厳
和
尚
伝
記
史
料
集
』
東
京
：
東
方
出
版
、
二
〇
二
一
年

宮
家
準
『
現
代
語
訳
修
験
道
聖
典

―
『
役
君
形
生
記
』『
修
験
指
南
鈔
』『
修
験
修
要
秘
決
集
』』
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
二
一
年

李
乃
琦
『
一
切
経
音
義
古
写
本
の
研
究
』
東
京
：
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年

高
橋
尚
夫
・
西
野
翠
訳
『
梵
文
和
訳
維
摩
経
』
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年

横
超
慧
日
『
中
國
佛
教
の
研
究
』
第
一
、
第
二
、
第
三
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）
京
都
：
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年

桂
紹
隆
・
五
島
清
隆
『
龍
樹
『
根
本
中
頌
』
を
読
む
』
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
一
六
年

苅
米
一
志
『
日
本
史
を
学
ぶ
た
め
の
古
文
書
・
古
記
録
訓
読
法
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年

田
中
洋
平
『
近
世
地
方
寺
院
経
営
史
の
研
究
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年.
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榎
本
渉
・
亀
山
隆
彦
・
米
田
真
理
子
編
『
中
世
禅
の
知
』
京
都
：
臨
川
書
店
、
二
〇
二
一
年

深
谷
幸
治
『
中
近
世
の
地
域
と
村
落
・
寺
社
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年

井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年

高
橋
尚
夫
編
著
『
維
摩
経
ノ
ー
ト
』（
全
５
冊
）
東
京
：
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
七̶

二
〇
一
九
年

羽
渓
了
諦
『
西
域
之
佛
教
』
法
林
舘
、
一
九
一
四
年

藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年

吉
田
一
彦
編
『
神
仏
融
合
の
東
ア
ジ
ア
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年

渡
辺
章
悟
・
高
橋
尚
夫
編
『
般
若
心
経
註
釈
集
成
』
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
編
、
中
国
・
日
本
編
、
千
葉
県
浦
安
市
：
起
心
書
房
、
二
〇
一

六̶

二
〇
一
八
年

宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵　

聖
語
蔵
経
巻
』
乙
種
写
経
三
、
丸
善
雄
松
堂

間
瀬
久
美
子
『
近
世
朝
廷
の
権
威
と
寺
社
・
民
衆
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年

鳳
潭
校
正
『
金
光
明
最
勝
王
經
』
十
巻
、
中
野
宗
左
衛
門

『
大
金
光
明
最
勝
王
經
略
縁
起
』『
大
金
光
明
最
勝
王
經
供
養
行
軌
』
藤
屋
彌
兵
衛

『
大
金
光
明
最
勝
王
經
供
養
行
軌
』
藥
師
寺
、
一
八
三
八
（
天
保
九
）
年

『
金
光
明
最
勝
王
經
』
十
巻
、
中
野
宗
左
衛
門

大
泉
宗
純
等
編
『
無
邊
光
照
禪
師
遺
錄
』
一
九
四
一
年

『
總
持
兩
祖
行
術
錄
』
一
六
九
一
（
元
禄
四
）
年

『
称
名
寺
寄
託
金
沢
文
庫
古
文
書
整
理
目
録
』

『
金
沢
文
庫
古
書
目
録
未
定
稿
』
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鶴見大学仏教文化研究所紀要編集規程

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
編
集
規
程

一　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
員
会
」
と
い
う
。）
は
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
（
以
下
「
紀
要
」
と

い
う
。）
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
編
集
委
員
会
（
以
下
「
編
集
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

編
集
委
員
会
の
委
員
は
、
所
長
が
任
命
し
た
主
任
研
究
員
、
専
任
研
究
員
を
含
め
た
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
（
以

下
「
運
営
委
員
」
と
い
う
。）
六
名
程
度
で
構
成
す
る
。

３　

編
集
委
員
長
は
、
原
則
と
し
て
主
任
研
究
員
と
す
る
。

４　

紀
要
の
監
修
、
編
集
は
、
専
任
研
究
員
が
担
当
す
る
。

二　

紀
要
は
、
原
則
と
し
て
縦
書
き
一
頁
を
縦
五
十
二
字
×
横
十
九
行
、
横
書
き
一
頁
を
横
三
十
三
字
×
縦
三
十
行
と
し
、
総
頁
数
を
二

五
〇
頁
以
内
と
す
る
。

２　

公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
の
掲
載
は
、
五
十
頁
程
度
と
す
る
。

３　

論
文
投
稿
に
際
し
て
は
、
四
〇
頁
以
内
（
三
九
六
〇
〇
字
以
内
）
と
し
、
論
文
投
稿
者
は
、
四
名
〜
五
名
以
内
と
す
る
。

（
１
） 

論
文
投
稿
希
望
者
は
、
九
月
末
日
ま
で
に
編
集
委
員
長
に
対
し
、
所
定
の
用
紙
に
、
論
題
及
び
文
字
数
を
記
入
し
申
請
す
る
。

（
２
） 

編
集
委
員
会
は
、
論
文
投
稿
希
望
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
申
請
を
基
に
、
頁
数
調
整
を
行
い
、
掲
載
の
可
否
に
つ
い
て
十
月
末

日
ま
で
に
論
文
投
稿
希
望
者
に
通
知
す
る
。

（
３
） 

論
文
投
稿
者
は
、
十
一
月
末
日
ま
で
に
論
文
を
提
出
す
る
。

（
４
） 

原
稿
は
、
原
則
と
し
て
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
に
て
提
出
す
る
。
な
お
、
手
書
き
原
稿
を
提
出
す
る
場
合
、
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
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ル
に
変
換
す
る
費
用
は
、
論
文
投
稿
者
が
全
額
負
担
す
る
。

４　

編
集
委
員
会
は
、
年
度
内
に
紀
要
を
発
行
す
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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鶴見大学仏教文化研究所紀要投稿規程

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
投
稿
規
程

一　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
（
以
下
「
紀
要
」
と
い
う
。）
は
、
鶴
見
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
及
び
鶴
見
大
学
短
期
大
学
部

（
以
下
「
短
期
大
学
部
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
の
研
究
業
績
を
内
外
に
発
表
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

紀
要
に
投
稿
で
き
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
大
学
及
び
短
期
大
学
部
に
お
い
て
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
及
び
こ
れ
と
共
同
で

研
究
に
従
事
す
る
者
と
、
仏
教
文
化
研
究
所
主
催
に
よ
る
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
師
と
す
る
。

三　

投
稿
さ
れ
る
論
文
は
、
未
刊
行
の
も
の
に
限
る
。
定
期
刊
行
物
（
学
術
雑
誌
、
商
業
雑
誌
、
大
学
・
研
究
所
紀
要
な
ど
）
や
単
行
本
と
し
て

既
刊
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
に
投
稿
中
の
論
文
は
本
紀
要
に
投
稿
で
き
な
い
。
但
し
、
学
会
発
表
抄
録
や
科
学
研
究
費
な
ど
の
研
究

報
告
書
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

四　

投
稿
す
る
者
は
、
紀
要
刊
行
内
規
で
定
め
ら
れ
た
投
稿
要
領
に
従
っ
て
原
稿
を
作
成
す
る
。

五　

本
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
公
衆
送
信
権
は
、
鶴
見
大
学
に
属
す
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


